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まちのお知らせと情報
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令和元年度 夏季少年のバス
参加
募集 「ふくち暮らし応援商品券」販売

お知
らせ

大自然の中で心豊かに
生きる力をはぐくむ

子育てや生活を支援
特典付の商品券を販売

大な自然を舞台にした青少年育成町民会
議主催の「少年のバス」。集団行動で学ぶ

貴重な体験学習に挑戦してみませんか。詳しくは、
６月末に学校で配布されたチラシをご覧ください。

▶日時　8月17日土～19日月 （２泊３日）
▶場所　熊本県 山鹿市（参加料5,000円）
▶対象　町内の小学４年生～中学３年生
▶申込　学校で配布された申込書を、７月５日金
　　　 までに生涯学習課（方城支所内）へ提出。
▶事前研修　７月27日土（参加必須）

子を対象に陶芸教室を開催。作る作品は
自由で、上野焼協同組合加盟の陶芸家が

丁寧に指導します。夏休みの思い出
に、家族で陶芸を楽しんでみませんか。

▶日時　7月27日土・28日日 

　　　　【午前】10：00～12：00  【午後】13：00～15：00

▶場所　上野焼陶芸館
▶対象　小学生以上の親子（各回定員25人）
▶料金　参加者一人につき1,000 円
▶申込期限　７月20日土までに電話で申込

雄

親
国民健康保険証の切替更新

国保保険証が８月更新
加入者は収入申告を
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民健康保険証の有効期限は７月31日水 。
更新でカード形式の保険証が７月末までに各

世帯主あてに簡易書留で送付されます。

国民健康保険では所得に応じて所得割の算定や軽減など
の判定を行うため、加入者は毎年所得の申告が必要です。

の地方税収対策本部職員４人が５月から
２月末までの任期で町に派遣されました。

県と町の連携を高め、滞納解消と税収増を目指
すこの制度も今年で９年目。昨年度も町の実情
を考慮した的確な助言を行うとともに、直接滞
納者を訪問し徴収を実施するなど徴収率上昇に
貢献。今年もさらなる活躍が期待されています。

政相談員としての長年の功績をたたえ、
中山則子さん（弁城）に総務大臣感謝状が

贈られました。福智町役場を退職後、10年間に
わたり行政サービスに関する苦情や相談を受け

付け、解決のための助言や関係機
関との連絡を行うなど尽力した中
山さん。「難しい相談もありました

が、自分自身とても勉強になり
ました。無事に務
めることができ安
心しています」と
笑顔で長年の活動
を振り返りました。

長選挙に立候補した渡邉文敏元議員の失
職に伴い、４月21日の町議会議員一般選

挙において次点となっていた朝部壽
ひさし

氏（伊方）が
繰り上げ当選しました。６月24日に行われた福智
町議会議員一般選挙選挙会の中で正式に当選が
決定し、朝部氏の議
員生活がスタート。
渡邉文敏元議員の議
席番号９番を引き継
ぎ、総務文教常任委
員会に所属します。

国

月に予定されている消費税引き上げに合わ
せて、所得の少ないかたや子育て世帯を対

象に、プレミアム付の「ふくち暮らし応援商品券」
を販売。販売対象者には７月中旬から通知します。

　　　　　▶販売対象　
　 　 　  　  ① 2019年の住民税が非課税のかた
　　　　　　　  ※住民税課税者と生計同一の配偶者、
　　　　　　　　　  　扶養親族、生活保護受給者をのぞく。

　　　　　　　② 平成28年４月２日～令和元年９月30日
　　　　　　　  生まれの子どものいる世帯の世帯主

　　　　　　　　

例年７月に商工会が発売していた「ふくちプレミアム商品
券」は今年は10月から使用可能になるため、９月以降に
販売します。詳細は来月号以降でお知らせいたします。

住民税は収入を基準に算定するため、所得の申告が必要に
なります。未申告の場合、対象であっても通知がされない
ため、お済みでないかたは税務課窓口で申告してください。
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県地方税収納対策本部職員辞令交付

中山則子さんに総務大臣感謝状
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県職員と連携強化し
滞納の解消と税収増へ

行政への貢献たたえ
中山則子さんに感謝状
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町議会議員欠員に伴い
次点の朝部氏が当選

朝部壽氏が町議会議員に繰り上げ当選

後期高齢者医療に加入している方へ

夏休み親子陶芸体験

後期高齢者保険証と
減度額認定証を更新

自由な発想を形に
親子で楽しむ陶芸体験

在お手持ちの後期高齢者保険証と減度額
認定証を８月に更新します。

８月以降は新しい保険証・認定
証を持参して受診してください。

現
7月31日水まで認定証

保険証の有効期限

【収入申告はお済みですか】

次のかたは所得の申告は必要ありません

●収入がない世帯も未申告では税の軽減が適用されません

・所得税の確定申告や住民税の申告をしたかた

【後期高齢者医療被保険者証】
うす紫色の被保険者証を７月下旬に簡
易書留で郵送します。保険料の滞納が
あると通常より短い有効期限の被保険
者証を窓口で発行する場合があります。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】
認定証をすでにお持ちで、平成31年度の市町村民税が非
課税の方には被保険者証とは別に７月下旬に郵送されます。

●入院時の負担額等が高くなる場合があります。

・給与収入のみで、給与支払報告書提出済みのかた
・年金収入のみで、公的年金支払報告書を提出済みのかた

■ふくちプレミアム商品券とは異なります

■収入が未申告の場合、通知が届きません

扌 朝部議員は通算４期目。民
意の代弁者として、豊富な経
験から町政を支えていきます。

問生涯学習課 社会教育係　☎ 22-1521

問住民課 保険係  ☎22-7761

問福祉課 福祉係  ☎22-7763問税務課 収納対策係　☎ 22-7762

問総務課 庶務係　☎ 22-0555

問住民課 保険係  ☎22-7761

問上野焼協同組合  ☎28-5864

問議会事務局  ☎22-7772


